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総合的な担い手・施工確保対策について（通知）

本県建設業において深刻な担い手不足が懸念される中、昨年７月及び８月の豪雨災害等

に伴う災害復旧工事をはじめ、県民の安全・安心の確保の観点から円滑な施工を確保する

ことが不可欠となる工事の増加が見込まれることを踏まえ、県発注工事に関し、次のとお

り総合的な担い手・施工確保対策を講ずることとしますので、通知します。

また 「円滑な工事実施のための施工確保対策の実施について （平成２７年３月２４、 」

日建政－２０４８建設部長通知）は廃止します。

各部局長等にあっては、このことについて、関係課所長に周知してくださるようお願い

します。

１ ダンピング対策の強化（平成３０年２月５日以降に入札公告等を行う工事に適用）

建設労働者の適正な賃金水準及び建設企業の採算性を確保するため 「秋田県低入札、

価格調査取扱実施要領 （平成９年８月８日監－１３９７）を改正し、県発注工事に係」

る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式を見直すとともに 「秋田県低入、

札価格調査取扱要綱 （平成９年８月８日監－１３９７）を改正し、最低制限価格制度」

の対象を拡大することとしたので、ダンピング対策の適切な運用により、受注者におけ

る担い手の確保・育成の促進を図ること。

２ 特定建設工事共同企業体に発注する一般土木工事の見直し（平成３０年２月５日以降

に入札公告等を行う工事に適用）

災害復旧工事、改良復旧工事その他これらに類する工事（以下「災害復旧工事等」と

いう。以下同じ ）の円滑な施工を確保するため 「秋田県建設工事に係る共同企業体。 、

取扱要綱に基づく運用基準について （平成２９年９月２０日入札審査委員会承認）を」

改正し、平成３３年３月３１日までに入札公告等を行う災害復旧工事等のうち、一般土

木工事に分類される災害復旧工事等については、３億円以上のものについて特定建設工

事共同企業体に発注することとしたので、当該特例措置の適切な運用により、災害復旧

工事等の円滑な施工を確保すること。

、 、 、 、 、なお 災害復旧工事等の例として 災害復旧事業 災害関連事業 災害復旧助成事業
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河川災害復旧等関連緊急事業、床上浸水対策特別緊急事業、災害対策等緊急事業推進費

による工事が該当する。

３ 現場代理人の常駐義務の緩和（平成３０年１月２９日から適用）

災害復旧工事等の円滑な施工を確保するため 「現場代理人の常駐義務の緩和に関す、

る取扱いについて （平成２３年３月２８日建管－２２１４）を改正し、同一の現場代」

理人を配置する工事に災害復旧工事等が含まれる場合は、兼務可能な工事の件数を３件

から５件に拡大することとしたので、今後は、当該緩和措置の適切な運用により、災害

復旧工事等の円滑な施工を確保すること。

なお、改正後の上記取扱いの１（２）アに規定する「県又は市町村に準じる者」は、

土地改良区を想定しているが、それ以外の団体を排除する趣旨でないので、このことに

留意すること。

４ その他の施工確保対策

契約担当者は、当該工事の内容や地域の実情等を勘案し、次に掲げる施工確保対策を

適切に選択し、又は組み合わせて実施することにより円滑な施工を確保すること。

(1) 混合指名の活用

上位等級の者と下位等級の者の混合指名については 「指名の基準に関する運用基、

準について （平成６年３月３０日監－１７８１）６（１）の規定により、当該等級」

に格付された者が極めて少ないとして「秋田県建設工事入札制度実施要綱 （昭和６」

２年４月２２日監－１３４）第１４条第３項第３号に該当する場合以外は「原則とし

て」行わないこととなっている。

当該規定は、同要綱第１４条第３項第１号に該当する災害復旧工事等の入札が不調

となり、又は不調となる蓋然性が極めて高い場合（当該災害復旧工事等に近接かつ類

似する工事の入札が不調となった直後に当該災害復旧工事等の入札公告等を行う場合

等に限る ）であって、混合指名以外の方法によっては円滑な施工を確保することが。

できない場合まで混合指名を認めないとする趣旨でないことから、このような場合に

限り、混合指名を活用しても差し支えない。

ただし、混合指名は例外的な措置であり、これを拡大解釈して運用することは適当

でなく、混合指名の活用に当たっては、下位等級の者の入札参加の機会の確保に十分

配慮すること。

(2) 発注ロットの大型化

平成２７年４月１日以降、地域内における手持ち工事量の状況やそれまでの同種工

事の発注状況等から技術者や技能労働者の不足等が懸念される場合であって、契約担

当者が工事の円滑な実施のために必要があると認めるときは、次のとおり取扱うこと

ができるものとしているので、引き続き適切に運用すること。

① 「中小建設業者の受注機会の確保対策について （平成１５年４月１８日建管－」

２２８）による分離分割発注対象工事から除外する。

② 施工箇所が近接する同一工種の複数の工事について、一の工事として発注する。

(3) 指名競争入札及び随意契約の活用

平成２７年４月１日以降、入札不調により再度入札を執行するに当たっては 「秋、

田県条件付き一般競争入札実施要綱 （平成１９年３月２９日建管－２４２２）第２」

条第２項の規定により指名競争入札を行うことができる場合に該当するものとして取

り扱っているので、引き続き適切に運用すること。

また、近接かつ類似する工事の入札が不調となった直後に入札公告等を行う災害復
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、 、旧工事等も 同項の規定により指名競争入札を行うことができる場合に該当するので

今後は、指名競争入札の適正な運用により、災害復旧工事等の円滑な施工を確保する

こと。

なお、予定価格を事前公表している工事において入札不調があった場合は、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第２項の規定との関係から随

意契約に移行することは適当でないが、災害復旧工事等の入札が不調となった場合に

おいて、当該入札手続を終了させた後、同条第１項第５号に該当するとして随意契約

の方法により契約を締結することは 「建設工事等における随意契約の取り扱いにつ、

いて （平成５年３月３０日監－１９４３）及び「秋田県建設工事請負契約等におけ」

る随意契約のガイドライン （平成元年３月２２日監－２３０６）の規定に抵触しな」

いので、今後は、随意契約の適正な運用により、災害復旧工事等の円滑な施工を確保

すること。

ただし、同号の規定は、緊急の必要により競争入札に付することができない場合に

例外的に随意契約を認める規定であり、当該災害復旧工事等が、県民の生命及び財産

の保護の観点から直ちに施工する必要があり、かつ、随意契約以外の方法では施工に

必要な工期を確保することができない場合等、真に緊急性を要する場合に限りその適

用が認められるものであることに十分留意すること。

(4) 発注の平準化の推進

建設業者の手持ち工事や技術者の状況等に配慮した適切な工期設定等に努めるとと

もに 「余裕期間設定工事実施要綱 （平成２９年２月１７日建政－１４８８）によ、 」

る余裕期間制度の活用により、引き続き発注の平準化に努めること。

【担当】 建設部建設政策課 建設業班

電話：０１８（８６０）２４２５

技術管理課 調整・建設マネジメント班

電話：０１８（８６０）２４３１

技術管理課 積算管理班

電話：０１８（８６０）２４３２
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